
 

１１９ 

９ 議案第８０号関係 

おいらせ町立児童館の指定管理者の指定について 

（1）対象施設 

施 設 名 

（ 所 在 地 ） 

木ノ下児童センターみらい館 

（おいらせ町青葉二丁目５０番地７２） 

木内々児童センターひまわり館 

（おいらせ町染屋７１番地） 

指 定 期 間 令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで（５年間） 

指定管理料の有無  有り（限度額２６４，１９２千円） ☐ 無し 

利 用 料 金 制  採用    ☐ 不採用 

公募・非公募の別  公募    ☐ 非公募 

 

（2）指定管理者の概要 

団 体 名 称 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

代 表 者 名 代表取締役 関口 昌太朗 

所 在 地 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 

設 立 年 月 日 昭和６１年１１月１日 

事 業 概 要 

自治体が公募する指定管理者の運営、地域子育て支援事業の管

理運営業務、児童館・放課後児童クラブ・子育て支援センター

等の管理運営業務の請負など。 

 

（3）指定管理者の選定経過・理由 

当該施設の指定管理者について公募したところ２件の応募があり、有識者等で構

成する「おいらせ町プロポーザル審査委員会（児童館指定管理者）」において、申

請団体によるプレゼンテーション及び質疑応答により審査を行った。 

指定管理者候補者として選定した団体は、全国２７施設の児童館・児童センター

の運営実績があり、施設の設置目的を理解した安心・安全な管理運営体制や、実績

に基づく具体的な提案により施設のサービス向上が期待できる点が評価された。 


